
重要な会計方針 
 

 

１．運営費交付金収益の計上基準 

 

すべての業務について費用進行基準を採用しております。 

これは、主たる業務である伝統芸能の公開、伝承者の養成の性質上、予定された成果の達成度を定量的・

客観的に把握することが困難であること及び業務実施の進捗度はコストの発生と必ずしも比例的でないこ

と、また、業務の実施と運営費交付金財源の執行状況は期間の経過に必ずしも対応していないことから、

業務達成基準及び期間進行基準を採用することが困難であるためであります。 

 

２．減価償却の会計処理方法 

 

（１）有形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。 

建 物  13年 ～ 58年

構築物  10年 ～ 50年

機械装置  ５年 ～ 15年

車両運搬具  ２年 ～ ６年

工具器具備品  ２年 ～ 19年

特定の償却資産（独立行政法人会計基準第86）の減価償却相当額については、損益外減価償却累計額

として資本剰余金から控除して表示しております。 

 

（２）無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（５年）に基づいており

ます。 

 

３．引当金の会計処理方法 

 

（１）退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準 

文部科学省令第十五条の経理区分のうち、第一号に係る区分（基金区分）については、職員の退職給

付に備えるため、当該事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しておりま

す。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における職員の平均残存勤務期間内の一定の年数（２年）

による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。 

その他の区分（国立劇場区分及び新国立劇場区分）の役職員の退職一時金については、運営費交付金

により財源措置がなされるため、退職給付に係る引当金は計上しておりません。厚生年金基金から支給

される年金給付については、運営費交付金により厚生年金基金への掛金及び年金基金積立不足額に関し

て財源措置がなされるため、退職給付に係る引当金は計上しておりません。 

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、独立行政法人会計基準

第 38 に基づき計算された退職給付債務及び年金資産の見込額に基づく退職給付引当金の当該増加額を

計上しております。 

 

（２）賞与引当金の計上基準 

文部科学省令第十五条の経理区分のうち、第一号に係る区分（基金区分）については、職員の賞与支

給に備えるため、振興会の賞与支給に係る規程に基づく支給見込額のうち当事業年度負担額を計上して

おります。 

その他の区分（国立劇場区分及び新国立劇場区分）の役職員の賞与については、運営費交付金により

財源措置がなされるため、賞与支給に係る引当金は計上しておりません。 

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外賞与見積額は、当期の運営費交付金により財源



 

措置が手当されない引当外賞与見積額であり、独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解に

関するＱ＆Ａ87－２に基づいて計上しております。 

 

（３）貸倒引当金の計上基準 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破

産更生債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

 

４．有価証券の評価基準及び評価方法 

 

満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）を適用しております。 

 

５．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

 

貯蔵品 先入先出法による低価法を採用しております。 

 

６．行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法 

 

（１）国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用の算出方法 

大阪市から有償使用している土地については、特別減免をしない土地代と現行において支払いを行っ

ている土地代の差額を、機会費用として計上しております。 

 

（２）政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用の算出に用いた利子率 

機会費用算出に用いた利子率は、平成21年３月末の10年もの長期国債利回りを参考にしております。 

 

７．リース取引の処理方法 

 

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。 

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっております。 

 

８．消費税等の会計処理 

 

消費税等の会計処理は、税込方式により処理しております。 

 

 

 

会計処理方法の変更 
 

 

（有形固定資産の減価償却の会計処理方法の変更） 

 

平成19年度の法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成20年 4月1日以降に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

これにより、前事業年度と同一の方法によった場合と比べて、損益に与える影響は軽微でありますが、

行政サービス実施コストは1百万円増加しております。 

 

 

 

 

 



 

追加情報 
 

 

（有形固定資産の減価償却の会計処理方法） 

 

平成19年度の法人税法の改正に伴い、平成20年 3月31日以前に取得した資産については、改正前の法

人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の 5％に到達した事業年度の翌事業年度より、取得

価額の 5％相当額と備忘価額との差額を 5 年間にわたり均等償却し、減価償却費及び損益外減価償却累計

額に含めて計上しております。 

これにより、前事業年度と同一の方法によった場合と比べて、損益に与える影響は軽微でありますが、

行政サービス実施コストは65百万円増加しております。 

 

 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

 

平成20年度の法人税法改正に伴う法定耐用年数の変更を契機として見直しを行い、一部の機械装置につ

いて、当事業年度より、耐用年数の変更を行っております。 

これにより、前事業年度と同一の方法によった場合と比べて、経常利益は9百万円増加し、行政サービ

ス実施コストは206百万円減少しております。 



注記事項 
 

 

（貸借対照表関係） 

 

（１）役職員の退職給付引当金の当期末見積額は、4,355,716,809円となっております。 

 

（２）役職員の当期の運営費交付金により財源措置が手当されない引当外賞与見積額は、152,661,635 円

となっております。 

 

 

（損益計算書関係） 

 

（１）当年度中に発生した退職手当を一般管理費人件費、国立劇場公演等事業費人件費に計上しておりま

す。 

 

（２）ファイナンス・リース取引が損益に与える影響額は、16,503,924円であり、当該影響額を除いた当

期総利益は92,799,546円であります。 

 

 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

 

（１）資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳 

現金及び預金勘定 3,770,144,838円

定期預金 △ 438,689,416円

資金期末残高 3,331,455,422円

 

（２）重要な非資金取引 

① ファイナンス・リースによる資産の取得 

工具器具備品 25,863,567円

 

 

（行政サービス実施コスト計算書関係） 

 

（１）政府出資等の機会費用の計算に使用した利率は1.340％であります。 

 

（２）引当外退職給付増加見積額のうち、国からの出向職員に係るものが7,006,340円含まれておりま 

す。 

 

 

（積立金の国庫納付等） 

 

（１）前中期目標期間最終年度の積立金の期末残高は1,215,364,372円であり、これに前中期目標期間の

最終年度の未処分利益206,507,584円及び目的積立金の使用残高270,078,470円を加えると、積立金

は1,691,950,426円となります。 

 

（２）この積立金1,691,950,426円のうち、今中期目標期間の業務の財源として繰越の承認を受けた額は

1,012,918,218円であり、差し引き679,032,208円については国庫に納付しております。 

 



 

（固定資産の減損関係） 

 

（１）減損を認識した固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額等の概要 
 

用 途 種 類 場 所 数 量 帳簿価額 

事業用資産 電話加入権 

国立劇場 

国立能楽堂 

国立文楽劇場 

国立劇場おきなわ 

新国立劇場 

計 

95回線

14回線

19回線

7回線

37回線

172回線

380,000円 

56,000円 

76,000円 

28,000円 

148,000円 

688,000円 

   （注）帳簿価額は平成20年度期首における帳簿価額であります。 

 

（２）減損の認識に至った経緯 

電話加入権については、東京国税局の相続税評価の標準価額が１回線当たり２千円となっており、

市場価格の回復は見込まれないことから、回収可能サービス価額まで帳簿価額を減額しております。 

 

（３）減損額のうち損益計算書に計上した金額と計上していない金額の主要な固定資産ごとの内訳 
 

種 類 損益計算書に計上した金額 損益計算書に計上していない金額 

電話加入権 － 344,000円

 

（４）回収可能サービス価額の見積方法 

回収可能サービス価額は、正味売却価額により測定し、東京国税局の相続税評価の標準価額により

評価しております。 

 

 

（有価証券関係） 

 

（１）満期保有目的の債券 

   （単位：円）

区 分 
貸借対照表日における 

貸借対照表計上額 

貸借対照表日における 

時価 
差 額 

時価が貸借対照表計上額

を超えるもの 
25,783,406,127 28,327,546,500 2,544,140,373

時価が貸借対照表計上額

を超えないもの 
37,644,485,412 34,852,917,400 △ 2,791,568,012

合 計 63,427,891,539 63,180,463,900 △ 247,427,639

 



 

 

（２）満期保有目的の債券の貸借対照表日後における償還予定額 

    （単位：円）

種 類 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超 

１．債券  

（１）国 債 1,500,000,000 2,497,081,838 8,306,513,598 3,484,929,313

（２）地方債 939,941,521 3,497,289,011 － 4,497,591,563

（３）事業債 500,000,000 2,898,405,034 1,599,603,349 1,800,000,000

（４）金融債 － 1,000,000,000 － －

（５）財投機関債 1,899,968,870 4,499,642,406 － 3,599,579,449

（６）外国債 － － 2,000,000,000 18,907,345,587

合 計 4,839,910,391 14,392,418,289 11,906,116,947 32,289,445,912

 

（３）当期中に売却した満期保有目的の債券 
    （単位：円）

種 類 売却原価 売却額 売却損益 売却の理由 

国債 999,731,590 1,028,840,000 29,108,410 
より運用利回りの高い

債券に切り換えるため

地方債 599,255,184 612,456,000 13,200,816 
より運用利回りの高い

債券に切り換えるため

財投機関債 3,199,165,542 3,279,052,000 79,886,458 
より運用利回りの高い

債券に切り換えるため

合 計 4,798,152,316 4,920,348,000 122,195,684 

 

 

（退職給付関係） 

 

（１）採用している退職給付制度の概要 

当法人は、確定給付型の制度として退職一時金制度と厚生年金基金制度（文教関係団体厚生年金基

金）を併用しております。なお、当該厚生年金基金には昭和61年２月の設立時に加入いたしました。 

 

（２）退職給付債務に関する事項 

 （単位：円）

 
当事業年度 

（平成２１年３月３１日）

（１）退職給付債務 

退職一時金に係る債務 

厚生年金基金に係る債務 

（２）年金資産 

97,560,849

37,855,826

59,705,023

22,187,840

（３）未積立退職給付債務   （１）－（２） 

（４）未認識数理計算上の差異 

75,373,009

 △ 19,570,818

（５）貸借対照表計上額純額  （３）＋（４） 55,802,191

（６）退職給付引当金 55,802,191

 



 

 

（３）退職給付費用に関する事項 

 （単位：円）

 当事業年度 

（平成２１年３月３１日）

退職給付費用 

（１）勤務費用 

（２）利息費用 

（３）期待運用収益 

（４）数理計算上の差異の費用処理額 

（５）従業員拠出額 

（６）厚生年金基金団体における脱退事業所に係る配分加算額 

1,888,324

6,893,886

1,680,786

△ 490,445

△ 5,350,328

△ 1,329,840

484,265

 

（４）退職給付債務の計算基礎 
 

 当事業年度 

（平成２１年３月３１日）

（１）退職給付見込額の期間配分額 

（２）割引率（％） 

（３）期待運用収益率（％） 

（４）数理計算上の差異の処理年数（年） 

期間定額基準 

2.00％ 

2.08％ 

2年 

 
 
 
（重要な債務負担行為） 

 

該当事項はありません。 

 
 
（重要な後発事象） 

 

該当事項はありません。 
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